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固
定
資
産
税

家
屋
解
体
後
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

滅
失
届
の
提
出

　
家
屋
を
解
体
し
た
場
合
は
、
税
務
課
に

あ
る
滅
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類　
解
体
を
証
明
す
る
写
真
、

解
体
証
明
書（
解
体
業
者
発
行
）、
滅
失

届
、
所
有
者
の
印
鑑

※
法
務
局
で
滅
失
登
記
を
行
っ
た
場
合
や
、

公
費
解
体
事
業
の
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
届
け
出
は
不
要
で
す
。

被
災
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

　
熊
本
地
震
に
よ
っ
て
住
宅
を
解
体
し
、

土
地
が
さ
ら
地
と
な
っ
た
場
合
、
次
の
要

件
を
満
た
せ
ば
、
被
災
の
翌
年
度
と
翌
々

年
度
に
限
り
、
引
き
続
き
住
宅
用
地
の
特

例
が
適
用
さ
れ
て
固
定
資
産
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
こ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は

年
度
ご
と
に
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

■
要
件　
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と

◦
当
該
年
度
の
賦
課
期
日（
１
月
１
日
）現

在
で
住
宅
用
地
と
し
て
利
用
で
き
な
い

と
町
長
が
認
め
る
場
合（
住
宅
再
建
ま

で
時
間
が
か
か
る
な
ど
）

◦
被
災
以
前
か
ら
所
有
し
て
い
る
場
合

■
適
用
さ
れ
な
い
場
合

◦
駐
車
場
と
し
て
利
用
し
て
い
る

◦
事
業
用
家
屋
か
看
板
・
物
置
な
ど
の
構

築
物
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る（
予
定

含
む
）

■
申
告
書
の
様
式　

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

■
提
出
期
限　
毎
年
１
月
31
日

問
税
務
課　
固
定
資
産
税
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
１

家
屋
を
解
体
し
た
場
合
は
、
滅
失
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
住
宅
解
体
後
、
引
き

続
き
住
宅
用
地
の
特
例
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

解体中の家屋

雑損控除の申告書作成会
　雑損控除の申告書作成会（平成28年分確定申告）を開
催します。
■日時　平成29年１月23日㈪～２月15日㈬
　　　（土日を除く）　午前９時～午後４時

■場所　ＪＡ菊池中央支所　２階会議室
　　　　（菊池市隈府852）
※会場で申告書の作成を希望する人は、雑損控除と申告
書作成に必要な関係書類をお持ちください。
※ＪＡ菊池中央支所の駐車場は利用できません。菊池税
務署の駐車場をご利用ください。

マイナンバーが必要です
　マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分の確定
申告書などにはマイナンバーの記載が必要になりました。
※申告者の本人確認書類の提示または写しの添付も必要
です。

■問い合わせ
菊池税務署
☎0968（25）2121
※自動音声案内の後、｢２｣ を
　選択してください。

地震で住宅や家財などに被害を受けた人は、雑損控除をはじめと
した所得税（住民税）の軽減などを受けられる場合があります。確
定申告に必要な雑損控除申告書の作成会を開催します。

平成28年熊本地震で被害を受けた皆さんへ

ご存じですか？雑損控除

問
【
義
援
金
】
会
計
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎（
２
３
２
）４
９
１
５

問
【
ふ
る
さ
と
寄
附
金
】
総
合
政
策
課　
地
域
振
興
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
２

■
町
単
独
義
援
金
額（
11
月
15
日
現
在
）

　
２
千
45
万
９
，
４
９
８
円

○
法
人
・
団
体（
９
月
15
日
以
降
11
月
15

日
現
在
）

　
株
式
会
社
ネ
オ
テ
ッ
ク
、
日
本
郵
政
募

金
会
、
菊
陽
町
飲
食
業
同
業
組
合
、
和

歌
山
市
木
本
地
区
連
合
自
治
会
、
屋
久

島
町
安
房
中
42
年
卒
し
ゃ
く
な
げ
会

■
ふ
る
さ
と
菊
陽
応
援
寄
附
金
申
し
出
額

　
６
０
２
万
円（
11
月
15
日
現
在
）

◯
皆
さ
ん
か
ら
の
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ

◦
毎
日
大
変
な
日
々
を
送
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
お
察
し
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ま

お
体
を
大
切
に
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

◦
ご
苦
労
は
私
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え

る
で
し
ょ
う
。
私
の
で
き
る
唯
一
の
応

援
で
す
。

◦
本
当
に
想
像
も
つ
か
な
い
大
変
な
毎
日

だ
と
察
し
ま
す
。
一
日
で
も
早
い
復
興

を
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
熊
本
地
震

皆
さ
ま
の
善
意
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

問
菊
陽
町
消
費
生
活
相
談
室（
総
合
政
策
課
）　
☎（
２
３
２
）２
１
１
２

　
県
内
で
役
場
職
員
を
名
乗
る
不
審
な
電

話
や
医
療
費
の
還
付
金
詐
欺
の
被
害
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
菊
陽
町
消
費
生
活
相
談

室
で
は
消
費
生
活
上
の
相
談
や
契
約
ト
ラ

ブ
ル
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時
・
場
所　
毎
週
月
・
木
曜
日　

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
菊
陽
町
役
場
１
階　
消
費
生
活
相
談
室

※
12
月
26
日
㈪
は
光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー

で
開
催
し
ま
す
。

■
相
談
方
法　
面
談
ま
た
は
電
話

■
ア
ド
バ
イ
ス

◦
相
手
の
説
明
を
疑
い
、
自
分
や
家
族
の

個
人
情
報
を
教
え
な
い
。

◦
相
手
の
氏
名
、
電
話
番
号
な
ど
を
確
認

し
て
電
話
を
切
る
。
そ
の
番
号
に
は
電

話
せ
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

す
ぐ
に
相
談
を

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

平成27年国勢調査 町の人口は40,984人

人口増加率　県内第１位

   

　統計調査の調査員を随時募集しています。統計調査は
国や県、町が行うもので年間数件の調査があります。
　来年は、全国の製造業を対象とした「工業統計調査」
や国民の就業実態を調査する「就業構造基本調査」が実
施されます。
　皆さんのご協力をお願いします。
■調査員の要件
◦原則として町内在住の満20歳以上75歳未満の人
◦健康上、調査活動に支障のない人
◦税務、警察、選挙活動に直接関係のない人
◦調査に関する秘密を守れる人
■申し込み・問い合わせ　
　総合政策課　企画政策係
　☎（232）2112

調査員として地域貢献

統計調査員を募集しています
　平成27年国勢調査の確定値が10月26日に発表されま
した。本町の人口は40,984人で、前回の平成22年国勢
調査から3,250人増加し、県内市町村では10番目にな
ります。人口増加率は8.61％で、県内市町村で第１位、
全国で第16位でした。人口増加数は県内市町村で第３
位となりました。
■菊陽町の世帯数・人口の推移（国勢調査）

■問い合わせ
　総合政策課　企画政策係　☎（232）2112
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マイナちゃん

子育て中の人や、
６０代～７０代の人も
活躍しています！

初めての人もお気軽に
お問い合わせください。
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